
 

教育支援

センター 

 

 

 

【教育相談の支援体制：Ｈ２７～２９】 

Ｈ２７年度からスクールソーシャルワーカーを配置し(１名)、「学校巡回」を

行う中で、困難に直面している子どもや家庭の悩み・困りごとを学校とともに情

報を共有しながら、その緩和・解消に取り組んでいる。 

所期の目的の一つであった「教員がＳＳＷの存在を知る」ことは、概ね達成で

きたものと考えられる。 

 

【Ｈ３０～（旧石狩市域内）】 

４年目となるＨ３０年度については、次のステップとして「チーム学校の一員

としてＳＳＷが存在する」、また「地域の中心に学校が在る」と意識できる取組

を展開するため、ＳＳＷの運用形態を次のとおり見直し、気になる子ども・家庭

の早期発見・早期対応に努める。 

①ＳＳＷを３名配置する。 

②それぞれが担当校区（中学校＋小学校）を持つ。 

③その担当校区の“中学校”をベースにＳＳＷが教員らからの相談に応じ、支 

援内容を検討する。 

 

【具体的な配置イメージ（案）】 
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資料１ 



月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

教支C 教支C

月 火 水 木 金

教支C

9:00～9:30 出勤、準備、移動 教育支援センターに出勤、スケジュール確認、担当校へ移動

教支C

教支C
（SSW打合せ）

教支C

9:00～9:30 出勤、準備、移動 教育支援センターに出勤、スケジュール確認、担当校へ移動

件　名

家庭訪問

9:30～

16:45

打合せ、校内巡回

電話連絡・相談

教支C（特別支援センター）

教支C
（SSW打合せ）

教支C 教支C

教支C
（SSW打合せ）

PM

9:30～

16:45

9:30～

16:45

9:30～

16:45

PM

面談・ケース会議

打合せ、校内巡回

電話連絡・相談

関係機関連絡・訪問

休息（移動）

12:15～13:00

15:00～16:45

関係機関連絡・訪問

①中学校

時　間 件　名

AM

PM

9:30～10:00

10:00～11:00

11:00～12:15

AM

AM

14:00～15:45

13:00～15:00
生徒・保護者との面談、ケース会議の記録作成

家庭訪問、生徒・保護者との面談

内　容

教頭、担当教員等との打合せ、校内環境・生徒の様子の確認9:30～10:00

10:00～11:00

11:00～12:15

12:15～13:30

13:30～14:00 打合せ、校内巡回

不登校児童生徒の家庭の電話連絡、相談

福祉部局との情報交換

②中学校+小学校

時　間

　　　　　　タイムスケジュール（※イメージ）　

教職員とともに対応ケースについての検討（支援策の打合せ）

児童・保護者との面談、家庭訪問

中学校　1校

小学校　3校

中学校　2校

小学校　1校

中学校　2校

小学校　2校

内　容

教頭、担当教員等との打合せ、校内環境・生徒の様子の確認

不登校児童生徒の家庭の電話連絡、相談

福祉部局との情報交換

教職員とともに対応ケースについての検討（支援策の打合せ）

教頭、担当教員等との打合せ、校内環境・生徒の様子の確認

面談・ケース会議

休息

樽川中

花中

石中

SSWer

①

SSWer

②

SSWer

③

樽川中

南線小

北中 北中

紅南小

双葉小

花中

緑苑台小

南中 南中

南小

花小

南中
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